
告 
 

示 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号 

 
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
一
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
産
動
植
物
の
保
護
を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長 

佐 

野 

元 

彦 
 

 
 

一 

指
示
内
容 

オ
オ
ク
チ
バ
ス
、
コ
ク
チ
バ
ス
、
ブ
ル
ー
ギ
ル
及
び
チ
ャ
ネ
ル
キ
ャ
ッ
ト
フ
ィ
ッ
シ
ュ
を
採

捕
し
た
者
は
、
採
捕
し
た
河
川
湖
沼
及
び
そ
の
連
続
す
る
水
域
に
こ
れ
を
再
び
放
し
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
公
的
機
関
が
試
験
研
究
に
供
す
る
場
合
で
あ
っ
て
埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理

委
員
会
が
承
認
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

二 

対
象
区
域 

 
 

県
内
の
公
共
用
水
面 

三 

指
示
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 
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